
 
 オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業実施要領 

 
第１ 趣旨 

この要領は、オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業の実施について、神奈川県障害
者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）に定め
るもののほか、必要な事項を定める。 

 
第２ 目的 

オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業は、交付要綱に基づく障害者自立支援法施行
特別対策事業（県事業・設備整備）とし、神奈川県内において、公益法人等（民法第 34
条の規定に基づいて設立された社団法人又は財団法人、社会福祉法人及び特定非営利活動
法人をいう。以下同じ。）が所有する施設又は公益法人等が神奈川県若しくは神奈川県内
の市町村の指定管理者の指定を受け管理する施設であって、オストメイト（人工肛門・人
工膀胱造設者をいう。以下同じ。）の利用が見込まれる施設（以下「公共施設」という。）
に設置されている身体障害者用トイレ等にオストメイト対応トイレの整備を行い、オスト
メイトの社会参加を一層促進することを目的とする。ただし、市町村が所有し管理する施
設等に同トイレを設置する場合は、「障害者自立支援法施行特別対策事業費（市町村事業・
設備整備）」により、別に市町村に補助するものとする。 

 
第３ 事業の実施主体 
  この事業の実施主体は、神奈川県とする。 
 
第４ 補助対象法人 

この事業の補助対象法人は、公益法人等とする。 
 
第５ 補助対象事業の内容 
（１）補助対象事業 

公益法人等が公共施設に、オストメイト対応トイレを設置するために要する費用 
 
（２）補助対象経費 
   オストメイト対応トイレを既存の身体障害者用トイレ等に設置する場合の設備整備費 
 
（３）補助金額 

オストメイト対応トイレ１か所当たり100万円を上限とする。ただし、購入費用が100
万円を下回る場合は、当該下回った額を上限とする。 

 
（４）補助割合  
   10／10 
 
第６ 事業実施方法 
（１）事前協議 

この事業により補助を受けようとする公益法人等は、交付申請を行う前に別紙事前協
議書を神奈川県知事に提出し、あらかじめ協議を行わなければならない。 

 
(２) 補助金の交付申請 
   この事業の補助金の交付申請書の提出期日は、交付要綱の規定にかかわらず、次の日

までとする。 
ア 平成21年度 平成22年 2月24日 

   イ 平成22年度 平成23年 2月23日 
     ウ 平成23年度 平成24年 2月22日 

 
附 則 

 
この要領は、平成21年 ７月 1日から施行し、平成24年 3月31日をもって廃止する。 



別 紙 

 

平成21年度 オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業事前協議書 

 

平成  年  月  日 

  

神奈川県知事 様 

 

法 人 名                  

 

法人代表者              代表者印 

   

(担当者名         連絡先電話番号         ) 

１ 整備事業の概要 

 

設置予定公共施設の概要 整備の概要 

施設名 施設所有者 施設所在地 設置箇所 対象品目
対象経費 

支出予定額（円） 

設置予定

年月日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 対象経費支出予定額は、１か所当たり1,000千円以内であること。 

 

２ 整備が必要な理由 

 

（オストメイトの利用状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜添付書類＞ 

１ 設置予定公共施設の地図（案内図） 

２ 指定管理施設の場合は、地方自治法第244条の２第３項の規定による指定書（写） 

３ 設置箇所の見取り図 

４ 対象品目のカタログ、パンフレット等（写） 

５ 対象品目の金額が確認できる書類（写）（料金表、見積書等） 

６ その他参考になる書類 



 


